
４
月
10
日
は
交
通
事
故
死 

ゼ
ロ
を
目
指
す
日
で
す

▽�

自
転
車
は
、
車
道
左
側
通
行
が
原
則

で
す
。
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
飲
酒

運
転
・
二
人
乗
り
・
並
進
の
禁
止
を

徹
底
し
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
ヘ
ッ

ド
ホ
ン
な
ど
を
使
用
し
な
が
ら
の
危

険
通
行
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も

は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

▽
後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の
座
席
の

　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

　
ト
を
正
し
く
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

▽
飲
酒
運
転
は
犯
罪
で
す
。
お
酒
を
飲

　
ん
だ
ら
絶
対
に
運
転
は
し
な
い
。
「
乗

　
ら
な
い
」
「
乗
せ
な
い
」
「
飲
ま
せ

　
な
い
」
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

夕
暮
れ
時
や
夜
間
の
交
通
事
故 

防
止
用
の
反
射
材
用
品
を
配
布

配
布
す
る
反
射
材
用
品　

反
射
タ
ス
キ
、

　

靴
に
貼
る
シ
ー
ル

※
ど
ち
ら
も
一
人
一
つ
ま
で
。

対
象　

市
内
在
住
の
人

※
住
所
が
確
認
で
き
る
も
の
を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

配
布
窓
口　

市
役
所
総
務
課
・
上
下
支

　

所
総
務
係
、
府
中
警
察
署
内
府
中
交

　

通
安
全
協
会

　
問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課

　
　

（
☎
４
３-

７
１
１
５
）

府
中
市
高
齢
者
運
転 

免
許
証
返
納
支
援
制
度

　

昨
年
は
、
国
内
の
運
転
免
許
証
の
自

主
返
納
者
が
過
去
最
多
と
な
り
ま
し
た
。

府
中
市
で
も
、
返
納
者
へ
の
支
援
が
あ

り
ま
す
。
次
の
ど
ち
ら
か
を
選
べ
ま
す
。

▽�

市
内
の
タ
ク
シ
ー
会
社
で
使
用
で
き

る
１
万
円
相
当
の
タ
ク
シ
ー
利
用
助

成
券

▽�

広
島
県
内
の
一
部
を
除
く
路
線
バ
ス

な
ど
で
使
用
で
き
る
登
録
料
を
含
む

１
万
円
相
当
の
交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

と
こ
ろ　

総
務
課

対�

象　

運
転
免
許
証
返
納
時
に
、
市
内

に
住
民
登
録
し
て
い
る
65
歳
以
上
の

人
で
、
有
効
期
限
内
の
運
転
免
許
証

を
警
察
に
自
主
返
納
し
た
人

持�

参
す
る
も
の　

運
転
免
許
証
返
納
時

に
発
行
さ
れ
る
運
転
免
許
の
取
消
通

知
書
ま
た
は
運
転
経
歴
証
明
書
、
印
鑑

申
請
上
の
注
意
事
項

▽�

こ
の
支
援
制
度
は
、
運
転
免
許
証
を

返
納
し
た
本
人
に
対
し
、
１
回
限
り

で
す
。

▽�

運
転
免
許
証
の
返
納
を
警
察
署
で
行

い
、
３
か
月
以
内
に
市
役
所
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

運
転
経
歴
証
明
書
で
申
請
す
る
場
合

は
、
交
付
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

あおるより　
　　　ゆずるあなたが　
　　　　　　　かっこいい

令和２年広島県交通安全年間スローガン
４月６日（月）～15日（水）は

春の全国交通安全運動

　

３
種
類
の
う
ち
、
い
ず
れ
か

１
つ
の
交
付
と
な
り
ま
す
。

精神障害者福祉タクシーチケット

対象 持参するもの 申請・問い合わせ先
精神障害者保健福祉手帳を持っている人
※上下町在住の人は、原則、上下保健セ
ンターで交付します。

▽精神障害者
　保健福祉手帳

▽印鑑

健康推進課元気づくり係（リ・フレ内・☎４
７-１３１０）、健康づくり係（上下保健セン
ター内・☎６２-２２３１）

身体障害者・知的障害者福祉タクシーチケット

対象 持参するもの 申請・問い合わせ先
次のいずれかに該当する人

▽身体障害者手帳を持ち、下肢・体幹・移動・視覚・腎臓の障害等級が
　１級～３級または呼吸器の障害等級が１級の人

▽療育手帳Ⓐ・Ａ・Ⓑを持っている人
※施設入所者は除く。身体障害者手帳３級または療育手帳Ⓑを持ってい
る人は、市・県民税の所得割が世帯の誰にも課税されていない場合が対象。

▽ �身体障害
者手帳ま
たは療育
手帳

▽印鑑

福祉課（☎４３-
７１４８）また
は上下支所市民
生活係（☎６２-
２１１４）

外出支援サービス「おでかけタクシー券」

対象 持参するもの 申請・問い合わせ先
次の全てに該当する人�

▽おおむね65歳以上の人　

▽市民税非課税世帯の人　

▽ �地域的な事情または心身の障害・疾病などで公
共交通機関の利用が困難な人　

▽通院のために月1回以上タクシーを利用する人

▽ �医療機関の領収書

▽ �申請月または前月　
の通院に利用した
往復のタクシー領
収書

▽印鑑　

介護保険課（☎
４０-０２２２）
または上下支所
市民生活係（☎
６２-２１１４）

※令和元年度におでかけタクシー券を交付された人は、医療機関・タクシーの領収書は不要。

福
祉
タ
ク
シ
ー

福
祉
タ
ク
シ
ー

チ
ケ
ッ
ト
を

チ
ケ
ッ
ト
を

交
付
し
ま
す

交
付
し
ま
す
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